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（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

一
、提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
七
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
）

○
田
村
国
務
大
臣　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
雇
用
保
険
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を

説
明
い
た
し
ま
す
。

少
子
高
齢
化
や
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
男
女
が
と
も
に
仕
事

と
子
育
て
を
両
立
で
き
る
よ
う
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
若
者
等
の
中
長

期
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る
た
め
、
育
児
休
業
期
間
中
の
経
済
的

支
援
の
強
化
や
若
者
等
の
自
発
的
な
教
育
訓
練
の
受
講
促
進
を
図
る
こ
と

等
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
有
期
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
離
職
者
等
に
対
す
る
基
本
手
当
の
給
付
日
数
を
延
長
す
る

等
の
暫
定
措
置
の
期
限
が
今
年
度
末
ま
で
と
さ
れ
て
お
り
、
来
年
度
以
降

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
、
労
働
者
の
生
活
と
雇
用
の
安
定
を
図
る

た
め
、
雇
用
保
険
制
度
に
お
い
て
、
育
児
休
業
給
付
金
の
充
実
、
教
育
訓

練
給
付
の
拡
充
及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
の
創
設
、
就
業
促
進
手
当
の

拡
充
並
び
に
基
本
手
当
の
給
付
日
数
を
延
長
す
る
等
の
暫
定
措
置
の
延
長

等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
い
た
し
ま

し
た
。

以
下
、こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、そ
の
概
要
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

第
一
に
、
育
児
休
業
給
付
金
に
つ
い
て
、
男
女
が
と
も
に
育
児
休
業
を

取
得
し
て
い
く
こ
と
を
さ
ら
に
促
進
す
る
た
め
、
休
業
開
始
後
六
月
の
間

の
育
児
休
業
給
付
金
の
給
付
割
合
を
百
分
の
五
十
か
ら
百
分
の
六
十
七
に

引
き
上
げ
る
暫
定
措
置
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
二
に
、
教
育
訓
練
給
付
に
つ
い
て
、
若
者
等
の
自
発
的
な
教
育
訓
練

の
受
講
促
進
の
た
め
、
専
門
的
、
実
践
的
な
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練

給
付
金
の
給
付
割
合
の
上
限
を
百
分
の
四
十
か
ら
百
分
の
六
十
に
引
き
上

げ
る
と
と
も
に
、
平
成
三
十
年
度
末
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
四
十
五

歳
未
満
の
離
職
者
が
初
め
て
専
門
的
、
実
践
的
な
教
育
訓
練
を
受
講
す
る

場
合
に
限
り
、
離
職
前
賃
金
に
基
づ
き
算
出
し
た
一
定
額
を
支
給
す
る
教

育
訓
練
支
援
給
付
金
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
三
に
、
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
、
失
業
者
の
安
定
し
た
再
就
職
へ

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
さ
ら
に
強
化
す
る
た
め
、
安
定
し
た
職
業
に
つ
き

六
月
以
上
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
た
こ
と
等
を
要
件
と
し
て
、
現
行
の
再
就

職
手
当
に
加
え
、
一
定
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
四
に
、
離
職
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
引
き
続
き
維
持

し
て
い
く
た
め
、
有
期
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
離

職
者
等
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
給
付
日
数
を
延
長
す
る
等
の
暫
定
措
置
を
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平
成
二
十
八
年
度
末
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
が
、
基
本
手
当
の
給
付
日
数
を
延
長
す
る
等
の
暫
定
措

置
の
延
長
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
、
教
育
訓
練
給
付
の
拡
充
及
び
教
育
訓

練
支
援
給
付
金
の
創
設
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
す
。

御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
可
決
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
、衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
三
月
一
八
日
）

○
後
藤
茂
之
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
雇
用
保
険
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
現
下
の
雇
用
情
勢
を
踏
ま
え
、
雇
用
保
険
制
度
に
お
い
て
、

基
本
手
当
、
就
業
促
進
手
当
、
教
育
訓
練
給
付
及
び
育
児
休
業
給
付
金
の

給
付
の
拡
充
並
び
に
暫
定
措
置
の
新
設
及
び
延
長
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
専
門
的
・
実
践
的
な
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の

給
付
割
合
の
上
限
を
百
分
の
六
十
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
平
成
三
十

年
度
末
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
四
十
五
歳
未
満
の
離
職
者
が
初
め
て

専
門
的
・
実
践
的
な
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
一
定
額
を
支
給
す
る

教
育
訓
練
支
援
給
付
金
を
創
設
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
有
期
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
離
職
者

等
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
給
付
日
数
を
延
長
す
る
等
の
暫
定
措
置
を
平
成

二
十
八
年
度
末
ま
で
延
長
す
る
こ
と
、

第
三
に
、
育
児
休
業
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
、
休
業
を
開
始
し
た
日
か

ら
通
算
し
て
百
八
十
日
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
賃
金
日
額
に
支
給

日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
百
分
の
六
十
七
に
相
当
す
る
額
に
引
き
上
げ
る

暫
定
措
置
を
創
設
す
る
こ
と

等
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
六
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
七
日
田
村
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、十
二
日
か
ら
質
疑
に
入
り
、

十
四
日
に
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決

の
結
果
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
を
付
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
三
月
一
四
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
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を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一　

失
業
等
給
付
に
係
る
積
立
金
の
現
状
に
か
ん
が
み
、
生
活
安
定
機
能

を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
基
本
手
当
の
改
善
及
び
雇
用
保
険
料
率
の
引
下

げ
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
雇
用
環
境
の
将
来
展
望
を
踏
ま

え
た
雇
用
保
険
制
度
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
根
本
的
な
検
討

を
行
う
こ
と
。

二　

雇
用
保
険
の
国
庫
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
に
つ
い
て
は
、
国
庫
負

担
が
雇
用
政
策
に
対
す
る
政
府
の
責
任
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
早
期
に
安
定
財
源
を
確
保
し
、
本
則
に
戻
す
こ
と
。

三　

教
育
訓
練
給
付
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
を
含
む

在
職
者
の
よ
り
安
定
し
た
雇
用
や
離
職
者
の
早
期
再
就
職
に
つ
な
が
る

内
容
と
な
る
よ
う
具
体
的
な
訓
練
内
容
な
ど
に
つ
い
て
労
働
需
要
に
基

づ
い
た
適
切
な
審
査
を
行
う
と
と
も
に
、
失
業
し
た
際
の
基
本
手
当
と

の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
つ
つ
、
不
正
受
給
の
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
。

四　

育
児
休
業
給
付
の
拡
充
に
際
し
、
労
働
者
が
育
児
休
業
を
取
得
し
や

す
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
特
に
中
小
企
業
に
お
け
る
仕
事
と
育
児
の
両

立
に
関
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
の
理
解
の
促
進
や
代
替
要
員
確
保
の

支
援
策
な
ど
の
取
組
を
今
ま
で
以
上
に
進
め
る
こ
と
。

三
、参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
）

○
石
井
み
ど
り
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
労
働
者
の
生
活
と
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
、
雇
用
保

険
制
度
に
お
い
て
、
育
児
休
業
給
付
金
の
充
実
、
教
育
訓
練
給
付
の
拡
充

及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
の
創
設
、
就
業
促
進
手
当
の
拡
充
並
び
に
基

本
手
当
の
給
付
日
数
を
延
長
す
る
等
の
暫
定
措
置
の
延
長
等
の
所
要
の
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
男
性
の
育
児
休
業
の
取
得
を
促
す
取
組
、

教
育
訓
練
給
付
の
対
象
と
な
る
講
座
の
指
定
の
在
り
方
、
法
改
正
の
効
果

を
検
証
す
る
必
要
性
、
失
業
者
に
対
す
る
基
本
手
当
の
給
付
水
準
等
に
つ

い
て
質
疑
を
行
う
と
と
も
に
、
参
考
人
よ
り
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た

が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
三
月
二
七
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
雇
用
環
境
の
将
来
展
望
を
踏
ま
え
、
生
活
安
定
機
能
を
充
実
さ
せ
る
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た
め
の
基
本
手
当
の
改
善
等
雇
用
保
険
制
度
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
つ

い
て
、
根
本
的
な
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
雇
用
保
険
料
率
の
在
り
方

及
び
失
業
等
給
付
に
係
る
積
立
金
の
活
用
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。

二
、
雇
用
保
険
の
国
庫
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
に
つ
い
て
は
、
保
険
事

故
で
あ
る
失
業
が
政
府
の
経
済
対
策
及
び
雇
用
対
策
と
も
関
係
が
深

く
、
国
庫
負
担
が
政
府
の
責
任
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
早

期
に
安
定
財
源
を
確
保
し
、
本
則
に
戻
す
こ
と
。

三
、
教
育
訓
練
給
付
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
を
含
む

在
職
者
の
よ
り
安
定
し
た
雇
用
や
離
職
者
の
早
期
再
就
職
に
つ
な
が
る

内
容
と
な
る
よ
う
具
体
的
な
訓
練
内
容
等
に
つ
い
て
、
現
在
及
び
将
来

の
労
働
需
要
に
基
づ
い
た
適
切
な
審
査
を
行
う
と
と
も
に
、
制
度
を
利

用
す
る
労
働
者
等
に
対
し
て
制
度
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ

の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
失
業
し
た
際
の
基
本
手
当
と
の
バ
ラ
ン
ス
に

配
慮
し
つ
つ
、
不
正
受
給
の
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

四
、
育
児
休
業
給
付
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、
育
児
休
業
の
取
得
率
が
低
い

現
状
に
鑑
み
、
労
働
者
が
男
女
共
に
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
環
境

の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
と
り
わ
け
男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
の
向
上

に
向
け
た
具
体
的
方
策
を
立
案
実
施
し
、
そ
の
取
得
率
の
目
標
を
実
現

で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
中
小
企
業
に
お
け
る
仕
事
と
育
児

の
両
立
に
関
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
の
理
解
の
促
進
、
制
度
内
容
の

周
知
、
好
事
例
の
普
及
及
び
代
替
要
員
確
保
の
支
援
策
な
ど
の
取
組
を

今
ま
で
以
上
に
進
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育

児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
育

児
休
業
の
取
得
が
認
め
ら
れ
て
い
る
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
育
児
休
業

に
つ
い
て
は
、
取
得
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
必
要
な
取
組
を

強
化
す
る
こ
と
。

五
、
労
働
移
動
支
援
助
成
金
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
再
就
職
援
助
計
画

の
策
定
に
当
た
り
、
労
働
組
合
等
の
同
意
を
確
実
に
確
認
す
る
等
に
よ

り
、
そ
の
離
職
が
真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
こ
と
を
、
厳
格
に

見
極
め
つ
つ
実
施
す
る
こ
と
。

六
、
今
回
の
雇
用
保
険
制
度
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
料
を
負
担

し
て
い
る
労
働
者
及
び
使
用
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
労
使
が
関

与
で
き
る
形
で
そ
の
効
果
を
検
証
し
、
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
。

　

右
決
議
す
る
。


